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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月20日(2020.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークで接続されたネットワーク機器から監視情報を収集して、外部ネットワー
ク上の機器管理システムに対して監視情報を送信する監視装置であって、
 監視対象のネットワーク機器の機能情報を収集する収集手段と、
 前記機能情報に基づいて、該ネットワーク機器の監視情報を収集して外部ネットワーク
へと前記監視情報を送信する自己監視機能を前記ネットワーク機器が有すると判定した場
合には、前記ネットワーク機器に、前記外部ネットワークと通信するための前記監視装置
のプロクシサーバー機能への接続情報を設定する設定手段とを有し、
 前記自己監視機能により収集された前記ネットワーク機器の監視情報は、前記監視装置
のプロクシサーバー機能を経由して、前記機器管理システムに対して送信されることを特
徴とする監視装置。 
【請求項２】
　請求項１に記載の監視装置であって、
 前記設定手段は、前記ネットワーク機器が前記自己監視機能を有していると判定され、
かつ、前記ネットワーク機器のプロクシサーバーに関する設定として前記プロクシサーバ
ー機能に関する設定が行われていない場合に、前記監視装置のプロクシサーバー機能への
接続情報を前記ネットワーク機器に設定することを特徴とする監視装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の監視装置であって、
 前記収集手段により別のネットワーク機器から収集された機能情報に基づいて当該ネッ
トワーク機器が前記自己監視機能を有していないと判定された場合には、前記監視装置の
プロクシサーバー機能への接続情報が当該ネットワーク機器には設定されず、前記機器管
理システムに送信すべき監視情報は前記監視装置から当該ネットワーク機器に要求するこ
とで取得されることを特徴とする監視装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の監視装置であって、
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前記外部ネットワークと通信するための前記監視装置のプロクシサーバー機能への接続情
報が設定された場合に、前記自己監視機能を有効化する有効化手段をさらに有することを
特徴とする監視装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の監視装置であって、
 前記有効化手段による前記自己監視機能の有効化が失敗した場合には、前記機器管理シ
ステムに送信すべき監視情報は前記監視装置から該ネットワーク機器に要求することで取
得されることを特徴とする監視装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の監視装置であって、
 前記機器管理システムに対して指示コマンドの問い合わせを送信する送信手段と、
 前記問い合わせに対する指示コマンドを受信し、前記指示コマンドの対象が前記ネット
ワーク機器の場合には、前記ネットワーク機器に対して、前記指示コマンドを転送する転
送手段と 
をさらに有することを特徴とする監視装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の監視装置であって、
 前記転送手段は、前記ネットワーク機器に対する前記指示コマンドの転送に失敗した場
合には、転送が成功する、または転送が所定の回数だけ失敗するまで、前記ネットワーク
機器に対して、前記指示コマンドを転送することを特徴とする監視装置。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の監視装置であって、
 前記転送手段による転送が成功した場合には、前記ネットワーク機器に対する前記指示
コマンドの転送が成功したことを示す通知を、前記機器管理システムに対して行う通知手
段をさらに有することを特徴とする監視装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の監視装置であって、
前記通知手段は、前記通知に、さらに前記ネットワーク機器での前記指示コマンドの実行
結果を含めることを特徴とする監視装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項に記載の監視装置であって、
前記問い合わせに対する指示コマンドを受信し、
前記指示コマンドの対象が前記監視装置の場合には、前記指示コマンドを実行する実行手
段をさらに有することを特徴とする監視装置。
【請求項１１】
　ネットワークで接続されたネットワーク機器から監視情報を収集して、外部ネットワー
ク上の機器管理システムに対して監視情報を送信する監視装置における方法であって、
　監視対象のネットワーク機器の機能情報を収集する収集工程と、
　前記機能情報に基づいて、該ネットワーク機器の監視情報を収集して外部ネットワーク
へと前記監視情報を送信する自己監視機能を前記ネットワーク機器が有すると判定した場
合には、前記ネットワーク機器に、前記外部ネットワークと通信するための前記監視装置
のプロクシサーバー機能への接続情報を設定する設定工程とを有し、
　前記自己監視機能により収集された前記ネットワーク機器の監視情報は、前記監視装置
のプロクシサーバー機能を経由して、前記機器管理システムに対して送信されることを特
徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の手段としてコンピューターを機能させるため
のプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明は以下の構成を有する。すなわち、第一の側面によれ
ば、　ネットワークで接続されたネットワーク機器から監視情報を収集して、外部ネット
ワーク上の機器管理システムに対して監視情報を送信する監視装置であって、
　監視対象のネットワーク機器の機能情報を収集する収集手段と、
　前記機能情報に基づいて、該ネットワーク機器の監視情報を収集して外部ネットワーク
へと前記監視情報を送信する自己監視機能を前記ネットワーク機器が有すると判定した場
合には、前記ネットワーク機器に、前記外部ネットワークと通信するための前記監視装置
のプロクシサーバー機能への接続情報を設定する設定手段とを有し、
　前記自己監視機能により収集された前記ネットワーク機器の監視情報は、前記監視装置
のプロクシサーバー機能を経由して、前記機器管理システムに対して送信されることを特
徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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